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平成２９年労第４０１号  

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付及び休業

補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めることにある。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、平成○年○月○日、社会福祉法人Ａ協会に雇用され、同協会が運営

するＢ所在の養護盲老人ホームＣ（以下「事業場」という。）において就労してい

た。 

２ 請求人は、平成○年○月末日付けで事業場を解雇する旨の通告をされたが、労

働審判による調停が成立し解雇が撤回され、同年○月○日に復職した。その後、

請求人は、同年○月に「適応障害」を発病したとして休職し、平成○年○月○日

に復職し、草刈作業に従事していたという。 

 ３ 請求人は、草刈作業により左肘を痛めたとして、平成○年○月○日、Ｄ医院に

受診し、「左肘関節捻挫」と診断され、その後、平成○年○月○日、Ｅクリニック

に受診し、「両手根管症候群、左上腕骨内上顆炎」と診断され、さらに、同年○月

○日、Ｆ医院に受診し、「頚椎症、両手指神経障害、慢性疼痛」（以下「前回疾病」

という。）と診断された。請求人は、前回疾病は業務上の事由によるものとして、

監督署長に療養補償給付を請求したところ、監督署長はこれを支給しない旨の処

分（以下「前回処分」という。）をしたため、前回処分を不服として審査請求を経

て、再審査請求をしたが、当審査会は平成○年○月○日付けでこれを棄却した（平

成２７年労第１６４号事件）。 

その後、請求人は、平成○年○月○日、Ｇクリニックに受診し、「両手末梢循環

障害」（以下「本件疾病」という。）と診断された。 
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 ４ 本件は、請求人が、平成○年○月から同年○月まで草刈作業に従事したことに

より、同年○月○日に本件疾病を発症したとして、平成○年○月○日から同年○

月○日までの療養補償給付及び平成○年○月○日から平成○年○月○日までの休

業補償給付を請求したところ、監督署長は、これらを支給しない旨の処分（以下

「本件処分」という。）をしたことから、本件処分を不服として同処分の取消しを

求める事案である。 

 ５ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査請

求をしたところ、審査官が平成○年○月○日付けでこれを棄却する旨の決定をし

たことから、更にこの決定を不服として本件再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

   （略） 

２ 原処分庁 

(略)  

第４ 争  点 

請求人に発症した本件疾病が、業務上の事由によるものであると認められるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

１ 当審査会の事実認定 

 （略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、平成○年○月から同年○月まで行った草刈作業が原因となり、振

動障害及び上肢障害を発症したと主張し、同年○月○日を発症日として、平成

○年○月○日から同年○月○日までの療養補償給付及び平成○年○月○日から

平成○年○月○日までの休業補償給付の請求を行っている（以下「本件請求」

という。）。 

（２）しかしながら、平成○年○月から同年○月まで行った草刈作業を原因として

発症したと請求人が主張する振動障害及び上肢障害については、当審査会とし

て、既に平成２７年労第１６４号事件において、業務上の事由による疾病とは
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認められない旨判断しており、その後振動障害等の発症の原因となるような新

たな事情もないことから、決定書理由に説示するとおり、本件請求は、前回処

分の後続請求であり、同判断を変更すべき事情は認められない。 

（３）なお、請求人は、行政が訴訟の妨害をしている等行政に対する不満を縷々主

張しているが、本件は、請求人が従事していた業務により振動障害等の疾病が

発症したものと認められるか否かを判断しているものであって、請求人の主張

に上記判断を左右するものは見いだせなかった。 

３ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、

請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 

 


